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          次回のセミナー開催が決まり次第、お知らせいたします。 

・特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例との選択適

用となる。 

・平成 31年 1月 1日から平成 40年 12月 31日までの相続

等または贈与について適用する。 

【特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し】 

・特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前 3年以内に事

業の用に供された宅地等（事業の用に供されている減価償

却資産の価額が相続時の価額の 15％以上である場合を除

く）を除外する。 

・平成 31年 4月 1日以後の相続等について適用する。た

だし、同日前から事業の用に供されている宅地等は適用し

ない。 

【教育資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し】 

・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税

の非課税措置について、適用期限を 2年延長する。 

・受贈者に所得要件を設け、前年の合計所得金額が 1,000

万円を超える場合は、適用除外とする。平成 31年 4月 1

日以後の贈与に適用。 

・教育資金の範囲について、受贈者が 23歳以上の場合は

学校等に支払われる費用等に限定し、塾や習い事等は対象

外とする。平成 31年 7月 1日以後に支払う教育資金に適

用。 

・贈与者が教育資金管理契約の終了前に死亡した場合にお

いて、受贈者が相続開始前 3年以内に本措置の適用を受け

ているときは、死亡日における管理残額を相続財産に加算

する（受贈者が 23歳未満の場合や学校等に在学している

場合などは除く）。平成 31年 4月 1日以後に贈与者が死亡

した場合に適用。 

・教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が 30歳

到達時において在学している場合は在学期間終了時また

は 40歳到達時のいずれか早い日とする。平成 31年 7月 1

日以後に受贈者が 30歳に達する場合に適用。 

【結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し】 

・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

の贈与税の非課税措置について、適用期限を 2年延長する。 

・受贈者の所得要件を設け、前年の合計所得金額が 1,000

万円を超える場合は、適用除外とする。 

・平成 31年 4月 1日以後の贈与について適用する。 

特定処遇改善加算 訪問介護 6.3% 

           

 厚労省の社会保障審議会介護給付費分科会は 13

日、10月からの消費税率増に伴う介護報酬改定案を

根本匠厚生労働相に答申した。 

「月 8万円相当の処遇改善」を行うとされてきた処

遇改善加算の名称は、「介護職員等特定処遇改善加

算」に決まり、加算率も公表。訪問介護は 6.3%、通

所介護 1.2%、特養 2.7％（いずれも新加算Ⅰ） 

 特定処遇改善加算の取得要件は、 

・現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）ま

でを取得していること 

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、

複数の取組を行っていること 

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホ

ームページへの掲載等を通じた見える化を行ってい

ること 

 また、新加算はⅠとⅡの二段階だが、加算率がよ

り高いⅠを取得するには、サービス提供体制強化加

算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算、入居

継続支援加算のいずれかのを取得している必要があ

る。 

 

平成 31年度税制改正大綱の概要（資産課税） 

           

【個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創

設】 

・個人事業者向けの事業承継税制を 10年間の時限措

置として創設する。 

・後継者が個人事業者から相続等または贈与により

事業用資産（土地、建物、機械・器具備品等）を取

得して事業を継続していく場合には、取得した事業

用資産の課税価格に対応する相続税または贈与税の

全額を納税猶予する。 

・制度の利用には、①経営承継円滑化法に基づく認

定、②平成 31年 4月 1日から 5年以内に「承継計画」

を都道府県に提出することが必要。 
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